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№ 担当課
問合せ先
（直通）

業務名 契約業者名
契約金額

（税込）（円）
契約日 随意契約の理由及び根拠法令

随意契約の
種別

備考

1 子ども企画課 228-7104
さかいこども食堂ネットワーク形成
支援業務

社会福祉法人
堺市社会福祉協議会

26,336,118 R7.4.1

　本業務は、家庭環境が多様化・複雑化する中、生活困窮や孤食の状況に置
かれているこどもを含む地域のこどもたちを見守り、必要に応じて支援に繋げる
役割を持つ「こども食堂」の開設を支援するとともに、市内の「こども食堂」をネッ
トワーク化して、地域に根付いた持続的な運営を支援することを目的として実施
するものである。
　上記目的を達成するためには、地域の多様な主体（自治会、校区福祉委員
会、民生委員児童委員、社会福祉法人、NPO団体、ボランティア団体等）による
児童福祉活動及び地域福祉の状況・課題を熟知し、公平中立な立場で地域の
児童福祉を向上させる観点に立った団体間の調整を行うとともに、地域住民や
団体からの認知度、信頼度が高く、その関係が今後も継続されることが求めら
れるものである。
　これらの要件を満たす者は、社会福祉法において地域福祉の推進を図ること
を目的とする団体として明記され、市内全区に区事務所を設けて地域の児童福
祉活動を支援するためのネットワークを構築するとともに、発足以来の地域にお
ける児童福祉に関する多様な取組を通じて、本業務に必要な知見、情報及び地
域住民や団体からの高い認知度・信頼度を有する（社福）堺市社会福祉協議会
以外にないため、当該団体と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

2 子ども育成課 228-7612
堺市ファミリー・サポート・センター
運営業務

社会福祉法人
堺市社会福祉協議会

21,133,000 R7.4.1

本業務は、労働者等が育児と仕事等を両立し、安心して働くことができる環境づ
くりに資することを目的に堺市内において育児の援助を行いたい者と育児の援
助を受けたい者を組織化し、相互援助活動に関する連絡、調整を行う。本業務
を履行するためには、地域活動における必要な組織運営、支援のノウハウや地
域住民の高い認知度、信頼度を有する必要がある。
社会福祉法人堺市社会福祉協議会は、堺市内における社会福祉に関する活動
への市民参加の援助を行っている団体であり、社会福祉に関する事業を能率的
運営を展開してきた実績も多く、市民の認知度、信頼度が高い。このことから、
本業務を適切に履行できると認められ、堺市ファミリー・サポート・センター事業
実施要綱第３条に基づき委託先として指定されており、当該団体と随意契約を
行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

3 子ども育成課 228-7612
堺市病児・病後児保育事業実施施
設運営業務（病児保育室ゆめぽ
けっと）

医療法人社団ワッフル 14,042,000 R7.4.1

本業務は、保護者の子育てと就労の両立を支援し、乳幼児等の健全な育成に
寄与することを目的に病気の回復期にあり、又は回復期に至らない乳幼児等を
適切な処遇が確保できる施設において一時的に保育・看護する。本業務を履行
するためには、堺市病児・病後児保育事業実施要綱（以下「要綱」という。）に定
める実施施設の基準や職員の配置基準、事業者要件を満たす必要がある。
医療法人社団ワッフルは、医療を通じてこどもの成長に寄り添い、育児支援を
することを理念とし、小児科を標榜する医療機関を運営している団体である。当
該団体は、要綱に定める実施施設の基準等を満たし、要綱第８条第２項に基づ
く指定を受けている。また、運営している医療機関のぐんぐんキッズクリニック
泉ヶ丘（南区）に、病児保育室ゆめぽけっとを併設し一体的に運営することで診
療から病児保育室のお預かりまで円滑なサービスを提供してきた実績があり、
サービスを利用してきた市民からの認知度、信頼度も高いことから、本業務を適
切に履行できると認められ、当該団体と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



4 子ども育成課 228-7612
堺市病児・病後児保育事業実施施
設運営業務（ぐんぐん病児保育室）

医療法人社団ワッフル 24,911,000 R7.4.1

本業務は、保護者の子育てと就労の両立を支援し、乳幼児等の健全な育成に
寄与することを目的に病気の回復期にあり、又は回復期に至らない乳幼児等を
適切な処遇が確保できる施設において一時的に保育・看護する。本業務を履行
するためには、堺市病児・病後児保育事業実施要綱（以下「要綱」という。）に定
める実施施設の基準や職員の配置基準、事業者要件を満たす必要がある。
医療法人社団ワッフルは、医療を通じてこどもの成長に寄り添い、育児支援を
することを理念とし、小児科を標榜する医療機関を運営している団体である。当
該団体は、要綱に定める実施施設の基準等を満たし、要綱第８条第２項に基づ
く指定を受けている。また、運営している医療機関のぐんぐんキッズクリニック
（北区）に、ぐんぐん病児保育室を併設し一体的に運営することで診療から病児
保育室のお預かりまで円滑なサービスを提供してきた実績があり、サービスを
利用してきた市民からの認知度、信頼度も高いことから、本業務を適切に履行
できると認められ、当該団体と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

5 子ども育成課 228-7612
堺市病児・病後児保育事業実施施
設運営業務（清恵会病児保育室め
ぐみ）

社会医療法人　清恵会 13,226,000 R7.4.1

本業務は、保護者の子育てと就労の両立を支援し、乳幼児等の健全な育成に
寄与することを目的に病気の回復期にあり、又は回復期に至らない乳幼児等を
適切な処遇が確保できる施設において一時的に保育・看護する。本業務を履行
するためには、堺市病児・病後児保育事業実施要綱（以下「要綱」という。）に定
める実施施設の基準や職員の配置基準、事業者要件を満たす必要がある。
社会医療法人清恵会は、生命を尊び、人々の健康を願い、医療の充実に日々
努力することを理念とし、小児科を標榜する医療機関を運営している団体であ
る。当該団体は、要綱に定める実施施設の基準等を満たし、要綱第８条第２項
に基づく指定を受けている。また、運営している医療機関の清恵会病院（堺区）
に、病児保育室めぐみを併設し一体的に運営することで診療から病児保育室の
お預かりまで円滑なサービスを提供してきた実績があり、サービスを利用する市
民からの認知度、信頼度も高いことから、本業務を適切に履行できると認めら
れ、当該団体と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

6 子ども育成課 228-7612
堺市病児・病後児保育事業実施施
設運営業務（病児保育室ゆりかご）

特定非営利活動法人
ゆりかごネットワーク

14,441,000 R7.4.1

本業務は、保護者の子育てと就労の両立を支援し、乳幼児等の健全な育成に
寄与することを目的に病気の回復期にあり、又は回復期に至らない乳幼児等を
適切な処遇が確保できる施設において一時的に保育・看護する。本業務を履行
するためには、堺市病児・病後児保育事業実施要綱（以下「要綱」という。）に定
める実施施設の基準や職員の配置基準、事業者要件を満たす必要がある。
特定非営利活動法人ゆりかごネットワークは、地域社会の活性化および住みよ
いまちづくりに寄与するため保育及び子育てに関する事業を行う団体であり、要
綱に定める実施施設の基準等を満たし、要綱第８条第２項に基づく指定を受け
ている。また、継続的に病児保育室ゆりかごを運営してきた実績があり、サービ
スを利用してきた市民からの認知度、信頼度も高いことから、本業務を適切に
履行できると認められ、当該団体と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



7 子ども育成課 228-7612
堺市訪問型病児保育事業運営業
務

特定非営利活動法人
ゆりかごネットワーク

14,500,000 R7.4.1

本業務は、労働者等が育児と仕事等を両立させ、安心して働くことができる環境
づくりに資することを目的に児童福祉法第６条の３第１４項に規定する子育て援
助活動支援事業として、病児及び病後児の預かり等にかかる援助を希望する
者と当該援助を受けることを希望する者との間における相互援助活動に関する
連絡及び調整を行う。本業務を履行するためには、堺市訪問型病児保育事業
実施要綱（以下「要綱」という。）に定める事業者の要件を満たす必要がある。
特定非営利活動法人ゆりかごネットワークは、地域社会の活性化および住みよ
いまちづくりに寄与するため保育及び子育てに関する事業を行う団体であり、要
綱に定める事業者の要件を満たし、要綱第６条第３項に基づく指定を受けてい
る。また、子育て支援に携わりたい市民との幅広いネットワークを有し、当該相
互援助活動の運営に資する人材を確保できる高いノウハウを有するため、本業
務を適切に履行できると認められ、当該団体と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

8 子ども育成課 228-7612 堺市育児支援ヘルパー派遣業務
Angel・コアラ会・株式会社 ス
マートスマイル・特定非営利
活動法人 モモの木

― R7.4.1

本業務は、母親が妊娠中又は出産後の心身の負担により、家事又は育児を行
うことが困難な家庭に育児支援ヘルパーを派遣し、家事又は育児の援助を行う
ことにより、安心して子どもを産み育てられる環境を創り出すためのものであり、
事業対象者の利便向上を図るため、堺市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱
に基づき、堺市育児支援ヘルパー派遣事業登録事業者のうち、本市が定めた
委託基準に該当する事業者全てと契約を行うもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
1,800円/件　ほか

9 子ども育成課 228-7612 乳幼児精密健康診査業務 一般社団法人堺市医師会 ― R7.4.1
医療行為を伴う性質上、又目的からしても競争入札には適さないもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

単価契約
「診療報酬の算定
方法」によって算
定した額から、各
種健康保険法の
規定に基づき給付
される額を控除し
た額

10 子ども育成課 228-7612 妊産婦健康診査業務
一般社団法人大阪府医師
会・地方独立行政法人堺市
立病院機構

― R7.4.1
医療行為を伴う性質上、又目的からしても競争入札には適さないもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
18,860円/件　ほ
か

11 子ども育成課 228-7612 乳児一般健康診査業務
一般社団法人大阪府医師
会・地方独立行政法人堺市
立病院機構

― R7.4.1
医療行為を伴う性質上、又目的からしても競争入札には適さないもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
7,420円/件

12 子ども育成課 228-7612 新生児聴覚検査業務
一般社団法人大阪府医師
会・地方独立行政法人堺市
立病院機構

― R7.4.1
医療行為を伴う性質上、又目的からしても競争入札には適さないもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
5,000円/件　ほか

13 子ども育成課 228-7612
先天性代謝異常等検査等委託業
務

地方独立行政法人大阪府立
病院機構大阪母子医療セン
ター

― R7.4.1
国のマスクリーニング検査施設の基準に適合しており、本市において実績を有
する唯一の団体のため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
5,000円/件　ほか

14 子ども育成課 228-7612 堺市産後ケア事業運営事業

一般社団法人 高石市保健
医療センター・地方独立行政
法人 堺市立病院機構・医療
法人 葵阪会・医療法人 仁悠
会・社会医療法人生長会 ベ
ルランド総合病院・Pista助産
院・一般社団法人みつばち
助産院

― R7.4.1

育児技術を身につけ、自宅で自立した生活につなげることを目的とするため、
産褥のケアや母子支援の経験が豊富で、専門性の高いサービスを提供する
ことが可能な病院等で実施する必要があるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
25,300円/日　ほ
か



15 子ども家庭課 228-7331
令和7年度子育て支援総合システ
ム維持管理業務

日本事務器株式会社 17,063,948 R7.4.1

　本業務は、子育て支援総合システムの保守及び維持管理を行うものであり、
本業務を履行するためには、本システムの詳細な設定や各種サーバの構成等
システムについての詳細な知識、保守及び維持管理に係る技術が必要である。
　仮に、詳細な知識等を有しない者が本業務を履行した場合、システムの設定
誤りや漏れによるシステム異常が生じることにより、区役所窓口での市民対応
の遅延や停滞が発生する可能性が高く、市民サービスに重大な影響を及ぼす
恐れがあるため、本業務の詳細な知識等を有しない者に委託することはできな
い。
　詳細な知識等を有する者は当システムを開発・導入した日本事務器株式会社
以外にないため、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

16 子ども家庭課 228-7331
児童扶養手当システム維持管理業
務

株式会社両備システムズ 3,217,500 R7.4.1

　本業務は、平成31年4月から稼働している児童扶養手当管理システムの維持
管理をおこなうものであり、当該システムを継続的かつ円滑に使用できるように
するためには、業務システムの詳細な設定やデータベースの構成等、当該シス
テムについての詳細な知識や技術が不可欠であるため、当該システムを構築し
た者以外の者による履行は見込めず、契約の目的が競争入札に適しない。
　当該システムの設定に係る詳細な知識等を有しない者が本業務を履行しよう
とすると、システム設定の誤りや漏れによるシステム異常が生じることにより、区
役所窓口での市民対応の遅延や停滞が発生する可能性があり、市民サービス
に重大な影響を及ぼす恐れがある。以上のことより、本業務を適正に履行でき
る者は、既存システムの詳細な知識等を有する、既存システムを構築した株式
会社両備システムズ以外に無いため、当該業者の随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
履行期間：
R7/12/31まで

17 子ども家庭課 228-7331
母子家庭等就業・自立支援セン
ター運営業務

一般財団法人　堺市母子寡
婦福祉会

23,075,133 R7.4.1

　本業務は、離婚前の父母及びひとり親家庭の父母、寡婦に対して、就業相
談、就業支援講習、就業情報提供、プログラム策定、ひとり親家庭相談、養育費
専門相談、法律相談、ひとり親支援講座を実施し、就業支援を核とした自立支
援を行うものである為、ひとり親家庭及び寡婦の社会参画及び福祉の向上を推
進することを目的として設立された地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３
号に基づき指定されている市内唯一の上記法人に委託する。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号）

1者随契

18 子ども家庭課 228-7331 DV被害者等援護事業実施業務 社会福祉法人　大阪福祉会 3,989,000 R7.4.1

　当該業務は、堺市ＤＶ被害者等援護事業実施要綱に基づき、本市において配
偶者等による暴力から援護を必要とする者等に対し、一時的に保護する場所又
は当面の生活の場として居室を提供し、並びに必要な相談、指導及び支援を行
う業務であり、適正な履行にあたっては、ＤＶ被害等を受けた母子の保護・自立
支援に向けての専門的なノウハウが必要とされる。社会福祉法人大阪福祉会
は、市内唯一の母子生活支援施設を有し、ＤＶ被害等を受けた母子の保護・自
立支援に関する専門知識、技法を有する団体である。本市において当該業務の
適正な履行を見込めるのは当該団体のみであるため、随意契約するものであ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

19 子ども家庭課 228-7331
夜間・休日DV電話相談事業実施
業務

社会福祉法人　大阪福祉会 5,046,000 R7.4.1

　当該法人は、市内唯一の母子生活支援施設を経営する法人で、ＤＶ被害を受
けた母子の保護・自立に向けての専門的なノウハウがあり、かつ24時間職員が
常駐していることから、ＤＶ被害者の安全確保など緊急を要する場合、即時の対
応を図ることが可能である。本件業務の実施に当たっては、これらを的確に実
施できる団体は当該法人以外にないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



20 子ども家庭課 228-7331 児童家庭支援センター運営委託
社会福祉法人　大阪児童福
祉事業協会

19,044,000 R7.4.1

　児童福祉法第３５条第４項により児童家庭支援センターとして認可を受けてい
る施設は、本市内には上記法人が運営している子ども家庭支援センター清心寮
しかなく、また、現在のところ新たな認可予定もないため、要綱等に基づき上記
法人と随意契約を行うもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契

総価契約
18,408,000円
単価契約
28,000円/1回、
6,000円/1回

21 子ども家庭課 228-7331 ヤングケアラー世帯への訪問支援

特定非営利活動法人モモの
木
株式会社アリスキャリアサー
ビス
社会福祉法人コスモス
社会福祉法人あすなろ会
Angel
ASSIST
株式会社スマートスマイル
社会福祉法人サライ福祉会
合同会社MidwifeCareplus

- R7.4.1

　本業務は、堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業実施要綱に基づき、家族
の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども（以
下ヤングケアラーという。）がいる世帯に対し、支援員を派遣し、育児や家事等
の援助を行うものである。
　本業務の履行にあたっては、育児や家事等の支援を行うだけではなく、ヤング
ケアラー及びその保護者への接し方、相談への対応法等についての知識、技
術等を有している必要があり、子育て世帯家事・育児訪問支援事業について熟
知したうえで本業務を履行する必要がある。
　子育て世帯家事・育児訪問支援事業の詳細な知識や技術のない業者が本業
務を履行しようとすると適正な支援をすることができず、適正な履行は見込めな
いため、契約の性質及び目的が競争入札に適しない。
　以上のことにより、本業務を適正に履行できるのは、子育て世帯家事・育児訪
問支援事業、子育て支援に係る制度に熟知した事業者以外にないため、当該
相手方と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契
単価契約
訪問派遣　3,000
円/1時間　ほか

22 子ども家庭課 228-7331 社会的養護自立支援拠点業務
社会福祉法人　大阪児童福
祉事業協会

3,443,000 R7.4.1

　本業務は、本市において児童養護施設等を退所し自立生活する予定のこども
及び退所後自立生活のために支援の必要なこどもに対し、生活や就業に関す
る相談、自助グループ活動の支援、就業環境の確保、職場開拓、事業主からの
相談対応及び職場訪問を含む就職後のフォローアップを行いながら退所後の
自立支援を図るものである。本業務を適正に履行するためには、児童養護施設
等の退所児童に対する必要な相談支援についての専門知識、技法が不可欠で
ある。
　社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、本市において、児童養護施設の退
所児童に対する生活相談・支援などのフォローアップを行ってきた実績があり、
退所児童への生活技能習得支援や相談支援に関する専門的な知識、ノウハウ
を持つ唯一の団体であることから、本市において本業務を適正に履行できるの
は当該団体のみであり、当該団体と随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契



23
子どもの未来
応援室

228-0244
母子保健・児童福祉に係る地域資
源の連携支援業務

社会福祉法人
堺市社会福祉協議会

9,829,600 R7.4.1

当該業務は、児童福祉法等に基づき設置する各区こども家庭センター機能にお
いて、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもの健康保持・増進や福祉に関する
支援を効果的に実施するために、母子保健及び児童福祉に係る地域資源の把
握、情報共有・見える化、地域資源との関係構築（ネットワーク化）等を行い、地
域資源と連携した支援体制の充実強化を図ることを目的として実施する。
当該目的を達成するためには、市全域にある多様な主体による児童福祉活動
及び地域福祉の状況や課題を熟知し、地域の児童福祉を向上させる観点に立
ち、公平・中立な立場で、団体間の調整・連携することが求められる。
社会福祉法人堺市社会福祉協議会（以下「堺市社会福祉協議会」という。）は、
社会福祉法により地域福祉の推進を図ることを目的とした団体として明記され
ており、発足以来、市内全区にある区事務所の地域に根ざした支援や関係づく
り等を通じて蓄積された、多様な団体・関係機関等とのネットワークや児童福祉
活動に関する深い知見、既存の人的資源を活かすことができる団体である。ま
た、長年の地域福祉活動や地域づくりの実践を通じて、本市における地域福祉
の現状や課題等に関する知見を有しているため、本市において当該業務を履
行するための知見、スキル及びノウハウを有している唯一の団体である。
また、令和6年度は、堺市社会福祉協議会のこれまでの活動によって把握・蓄
積されてきた地域資源の情報に加え、多様な団体・関係機関等へのヒアリング
及びアウトリーチにより、市内全域の地域資源についてカテゴリごとに把握し
た。これらの把握した情報が一部に留まることなく、こども家庭センター機能を担
う各区保健センター及び子育て支援課とも共有できるようにするため、支援者向
けホームページを作成し、令和7年2月から3月に試験運用を行った。これら令和
6年度の取組成果を踏まえ、令和7年度は、当該ホームページを本格運用し、把
握した情報をもとに区ごとのネットワーク化に取り組んでいく予定である。
よって、令和6年度取り組んだ実績・成果があり、また、妊産婦、子育て世帯、こ
どもの健康保持・増進や福祉に関する支援を地域資源との連携により包括的・
継続的に実施するためには、地域住民や団体、関係機関からの認知度、信頼
度が高く、その関係が今後も継続される堺市社会福祉協議会と契約することが
最も適している。
以上のことから、本業務の目的を達成するためには、本市全域の地域福祉推進
の観点を踏まえ、堺市社会福祉協議会と契約することが最も適しており、当該
相手方と随意契約を行うものである。

1者随契

24 子ども相談所 245-9197
CRC親子プログラム等を活用した
保護者支援業務

特定非営利活動法人
チャイルド・リソース・センター

5,810,000 R7.4.1

本業務は、こどもに虐待をしてしまったり、子育てにしんどさや不安を抱えている
保護者の支援を行うことで親子関係を再構築することを目的とした業務である。
親子関係の再構築を目的とした親と子を支援するプログラムの中でも、「特定非
営利活動法人　チャイルド・リソース・センター」が行う「ＣＲＣ(チャイルド・リソー
ス・
センター）親子プログラム」「親支援プログラム」は、親子一組ごとにスタッフは２
名で個別支援を行い、グループワークと違って親の能力、特性、特徴に合わせ
てきめ細やかで柔軟な支援ができる点が優れており、また当該業務スタッフが
中心となって支援を進める点でも本市の業務体制にも合致している。以上のこ
とから、本市において子育てにしんどさや不安を抱えている保護者への支援を
行うにあたって最も効果的かつ有効なプログラムであると判断し、当該プログラ
ムを独自に開発した業者であり、当該業務を実践できる唯一の団体である「特
定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター」と随意契約をするものであ
る。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契


